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１ 概 況 

○ 本県は、県内４３市町村に、２９７団地・約５万９千戸の県営住宅を管理している。うち、名古屋市内に約２万戸、名古屋市

を除く尾張地域に約２万２千戸、三河地域に約１万７千戸あり、山間部を除く県内におおむね均等分布している。（【グラフ１】） 

○ 県内には県営住宅のほか、名古屋市営住宅が約５万９千戸、その他市町村営住宅が約２万３千戸あり、合計約１４万１千

戸となる。これは県内の総世帯数約３００万の約４．７％を占める。 

［参考］ 住宅総数に占める「公営の借家」の状況（平成２５年住宅・土地統計調査） 

 全  国 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 東京都 大阪府 福岡県 

住 宅 総 数 52,102,200  2,996,700 739,400 699,400 1,380,400 6,472,600 3,882,400 2,163,200

公 営 の 借 家 1,958,600  128,300 12,400 11,400 29,100 268,200 237,100 125,200

率 3.8% 4.3% 1.7% 1.6% 2.1% 4.1% 6.1% 5.8%

  

２ ストックの状況 

○ 建替の対象となる築後３５年を経過した住宅が約２万９千戸あり、全体のストックの約４９％を占める。（【グラフ２】） 

○ 耐震化の状況については、既存の約１千５百棟のうち、耐震診断の結果から改修が必要となったものが５５棟、うち４４棟は改

修済み、６棟は用途廃止、未改修となっているのは５棟（入居者の移転先斡旋中）である。 

○ バリアフリー化については、平成３年度以降の工事着手分から住宅をバリアフリー仕様で建設し、平成２年度以前の住戸は、

一定の条件に合致したものから順次高齢者向け住戸改善を実施している。バリアフリー化率は４９．６％である。 

○ このほか、高齢者対応としてシルバーハウジング・プロジェクトを実施しており、これまでに９７７戸のシルバーハウジング住戸を供

給している。（工事着手ベース） 

  

３ 事業の実施状況 

○ 昭和２６年に制定された公営住宅法に基づき、戦災による住宅難の解消などのために県営住宅が建設され、特に昭和４０年

代から５０年代前半にかけては郊外の大規模団地開発などにより大量の供給がなされ、ピーク時（昭和４９年度）には年間４，

２３５戸もの住宅が建設された。（【グラフ３】） 

○ 昭和５０年代後半からは年間１，０００戸程度、近年は年間５００戸程度の規模で推移していたが、新規建設は少なくなり、

ほとんどが建替事業である。ここ数年は厳しい財政状況や建設費の高騰を受け、年間３００戸台の建替となっている。 

○ 平成２２年度からは、県営住宅の計画的・効果的な整備・活用を図るため、主として昭和５０年代の住棟を対象に新たに長

寿命化改善事業を実施しており、これまでに６９３戸の改善を行っている。（工事着手ベース） 
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【グラフ１】 県営住宅の地域別戸数
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【グラフ２】 県営住宅の建設年代別ストック数
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【グラフ３】 県営住宅の年度別建設戸数

築後３５年を経過 
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４ 課 題 

【グラフ５】 本県世帯数の将来見通し 

（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の世帯数の将来推計⼈⼝」） 

 

【イメージ図】 民間活力導入による県営住宅整備 

○ 昭和４０年代後半から５０年代前半に建設された県営住宅が全体の約半数を占め、しだいに老朽化が進んできている。この

ため、建替を順次進めるとともに、一部の住宅について、長寿命化改善工事を行うことで、事業の平準化を図っているが、老朽

化の進行に十分には追いついていないのが現状である。 

○ 厳しい財政状況が続き、国内経済の大幅な好転も見込めない中、今後も建設費の上昇傾向が続いた場合（【グラフ４】）、

計画的な整備に支障をきたすおそれが生じる。 

［参考］ 平成２５年度「行政改革の推進に向けた外部有識者による公開ヒアリング」における主な提言 

・ 県営住宅に係る財政の仕組みを改善し、建替え・長寿命化改善対策をスピードアップされたい。 

・ 実態に照らした需要予測、今後のニーズを踏まえて見直しに取り組んでいくべき。 

・ 現在の計画どおりの建替えは厳しいことを認識し、将来展望を持って計画を検討すべき。 

・ 現在の仕組みが今後１０年２０年続くとは思えず、方向性の見直しを図っていくべき。 

   

５ 現在の主な取組状況 

○ 今後のニーズを的確に把握するため各種指標等を検証し、建替や長寿命化改善の計画内容の見直しを図るとともに、民間

活力の導入など新たな事業手法等について検討を行っている。 

【実施した取組事項】 

・長寿命化対象の見直し：従来建替対象としていた昭和４０年代建設の一部の住宅を長寿命化対象に追加した。 

・建替内容の見直し：応募状況から、建替における少人数世帯向けの２ＤＫ戸数の割合を３割から５割に引き上げた。 

・県営住宅用地の活用：県営住宅の建替えに伴う未利用地を活用し、平成２６年度は１住宅で社会福祉施設に貸付を実

施した。 

 

６ 今後の方向性 

○ 県営住宅が住宅セーフティネットの中心的な役割を果たしており、また本県において今後１０年間は世帯数が増加し続けると

みられている状況（【グラフ５】）にあっては、現在の管理戸数を当面維持し続ける。将来的に県営住宅を取り巻く環境の変化

や、地域性なども考慮しつつ、今後、統合や廃止なども含めて適正な管理戸数を検討する。 

○ 具体的な事業としては、建替を年間３５０戸程度、長寿命化を同１００戸程度の工事に着手することとし、合わせて民間活

力導入の検討を進め、事業コストの縮減をめざす。（【イメージ図】） 
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【グラフ４】 標準建設費（公営住宅：高層耐火６－８階） 
（国土交通省「平成 27 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」ほか）
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